
　　　

　発電機整備において、燃料プレフィルター等の追加消耗部品が必要なため増額変
更を行うものです。

変 更 の 理 由

大館市比内町笹館字小森山３１－１

契 約 者 住 所 氏 名 扇建設株式会社 

代表取締役 川口　純一

変 更 後 の 請 負 代 金 額 1,595,160 円 （消費税及び地方消費税を含んだ金額）

変 更 後 の 工 期 令和1年7月9日 ～ 令和1年9月13日

変 更 前 の 請 負 代 金 額 1,512,000 円 （消費税及び地方消費税を含んだ金額）

当 初 契 約 締 結 日 令和1年7月9日

変 更 契 約 締 結 日 令和1年8月26日

変 更 前 の 工 期 令和1年7月9日 ～ 令和1年9月13日

様式第４号

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等 山館浄水場ほか発電機修繕 31-54SS-01

工 事 場 所 大館市山館字上ノ山154番地ほか


